
●利用定員 40人

●職員の体制

管理者(1名)、生活相談員(2名)、看護師(非常勤兼務3名)、機能訓練指導員(非常勤兼務1名)

介護職員(常勤専従8名)、送迎運転手(非常勤3名)

２．利用定員および職員の体制

３．運営規定および重要事項（抜粋）

１．当事業所は西濃地域福祉事務所長指定の通所介護事業所です

指定事業所番号：２１７２１００６５９

①しずさとデイサービスセンターは、要介護者等が可能な限りその居宅において、そ

の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、食事提供、

機能訓練等のサービスを行うことにより、利用者の心身の機能の回復維持を図る。

事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密

な連携をはかり、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

②事業所の営業日及び営業時間は、月曜日から土曜日までとする（午前８時４５分か

ら午後４時００分）。ただし、12月30日～１月３日は休業日とする。

③通所介護の内容は、1)必要な日常生活上の世話及び機能訓練の実施、2)食事の提供、

3)入浴の提供とする。利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、

当該指定通所介護が法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の

負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。

④通常の事業実施地域を超えて行う指定通所介護の送迎費は、自動車を使用した場合、

実施地域を超える片道１ｋｍにつき20円を基準として徴収する。通常の事業実施地

域は、大垣市・神戸町・垂井町・養老町・池田町・大野町・瑞穂市・本巣市の一部

(旧真正町）とする。

⑤次の提供を行った場合は、その費用を徴収する。

1)食費は、一日550円とする。2)おむつ代 3)理美容料金･写真代など

4)その他、日常生活においても通常必要となるもので、利用者負担が適当と判断さ

れるもの。

費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明

し同意を得る。

⑥通所介護を実施中に、利用者の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主

治医に連絡する等の措置を講ずる。

⑦管理者は、別に定める「消防計画及び風水害、地震等の災害に対処するための規程」

にもとづき、災害対策防止と利用者の安全確保に努める。

⑧その他運営についての留意事項

１．従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

２．苦情・要望については苦情相談窓口を置き、管理者が担当する。

３．この規定に定める事項以外、運営に関する重要な事項は、西濃医療生活協同組

合と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

苦情処理窓口：電話０５８４－９３－１１７２（担当者：奥田）


